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平成 27年度 第 4回古賀市男女共同参画審議会会議録 

 

                              平成 27年 12月 21日(月) 

                              13：00～15：00 303会議室 

 

１． 会長あいさつ：省略 

 

２．審議事項 

平成２７年度重点施策（１４項目）における総合評価、評価・意見について 

〇審議会の評価・意見について 

会 長 では、評価・意見について事務局の方から説明お願いします。 

事務局 お配りしております「重点施策における審議会評価・意見(案)」というところでまとめており

ます。こちらは、会長と○委員に見ていただいて、修正をした案でございます。会長との相談

で、「評価意見及び総合評価」というのがございましたが、「総合評価」と「評価・意見」がダ

ブっているので、どちらかというと、「評価・意見」そのものを市長に提出していってはどう

かということで、今回は一本に絞っていこうという話をさせていただいております。後で会長

からもお話があると思いますが、「総合評価」の下につけておりました要望とまとめの方もど

うするかということを皆さんで審議していただければと思います。本日は「評価・意見」への

審議をお願いいたします。 

会 長 はい。「評価・意見」というのは事前に送付いただいていたものですよね。「総合評価」という

のはこれとは別に、これを要約したようなものだったですよね。 

事務局 はい、そうです。 

会 長 みなさん覚えていらっしゃいますか。内容が重なるので、逆にインパクトに欠けるかなという

話を以前から話をしていたんですけれども、今回は A4 の 4 枚くらいならちゃんと市長も目を

通していただけるんじゃないかと思いますが。よく忙しい方には 1枚ものにまとめた方が見て

いただけるというのはあるかもしれないですけれども、これはこれで見ていただけるのではな

いかと思っているのは私が事務局と話していたときの考えなんですけれども、これについては

後でお話をさせていただくことにして、先ずはこの審議会の評価と意見についての説明をして

いただくということでよろしいですか。 

事務局 「評価・意見」は皆様にも前からお配りして、皆さんから審議をしていただいた内容を審議委

員さんの意見をずっと書いておりますけれども、それからピックアップして重点的な評価でき

る部分、こうしてほしい考察などを○委員と会長と一緒に、それから副会長のほうにも一緒に

目を通していただいた分をまとめておりますので、もし抜けていたり、こういう風に変えたほ

うがいいということがあれば、よろしくお願いいたします。 

会 長 これ、ご覧になったと思いますが、字が小さいんですよね。見えにくい方もいらっしゃるかも

しれませんけれども、ご自分のご発言がどういう形で生かされているのかなというところが気

になるところかなと思います。色々出していただいた意見をこういう文書にして、市のほうに

提出するということになるので、だいぶそぎ落としてしまった部分もあるかと思いますので、

今日、説明を聞きながらもう少しここは変えたほうがいいということがありましたら、是非出
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していただきたいと思います。誰が読むんですか。 

事務局 だいたい前会長が。バトンタッチしてもいいですけれども。 

会 長 あ、思い出しました。前会長が読んでいましたね。では、読みましょうかね。一昨日まで風邪

をひいていたのが完治したので、よかったです。では、読み上げます。（前文読み上げ）ここ

ら辺は毎年一緒のような。 

事務局 そうですね。 

会 長 基本目標は大きく 3 つあるので、目標ごとにしますか。一つ一ついきますか。 

事務局 基本目標は上からⅠⅡⅢと並べていますので、そのまま上からお願いします。 

会 長 基本目標Ⅰの①出版物等への男女平等の視点に配慮した表現の徹底ということで、『「表現のガ

イドライン」については、今年度リニューアルされ、市民にもわかりやすい内容となっている。

チェックシートを付けるなど、その内容は高く評価できる。』これは今日配られた資料ですか。 

事務局 そうですね。カラー印刷機が今、無料で使えますので、みなさんに 1 冊ずつ。 

会 長 このガイドラインは評価できますという意見が審議委員さんからでていたと思います。副会長

から言われた言葉ですよね。『ちゃんとチェックシートも付いていて、いいんじゃないですか』

という。これについて何かご意見ありますか。よろしいでしょうか。では、2 番目のメディア

リテラシーにいきますね。審議会の報告書も横に置きながら、聞いていただければと思います。

重点施策②メディアリテラシー（情報を読み解き自己発信する能力）の育成『「メディアリテ

ラシー」と「メディアによるリスク」は違うことを踏まえて施策を考える必要がある。情報が

あふれる現代社会では、取捨選択する能力を身につけなければならないというのがメディアリ

テラシー教育の柱と考えられる。それを踏まえた上、発達段階に応じた研修を考案していくべ

きである。』ということで、「メディアリテラシー」と「メディアリスク」は違うということは

○委員さんですかね。これでよろしいでしょうか。 

○委員 ○委員からご意見をいただいて、学校では、ということですね。 

会 長 よろしいですか。 

○委員 はい。 

会 長 では、2 番目ですね。『メディアリテラシーの育成は、小学校の段階から積み重ねていくことが

大事である。市では教師のＩＣＴ研修を実施した上で、中学校の技術家庭科や、小学校の道徳

の時間にインターネット利用の指導をしている。また県の助成を受けて、保護者を巻き込んだ

形での研修も実施していることは評価できる。しかし、現状は 11 校中 10 校参加であり、全校

参加となるように努めてほしい。』これは学校教育課から報告があったことに対して、こちら

からその点は評価できますと言っているんですけれども、いかがでしょうか。このような書き

方でよろしいでしょうか。これもよしということで、後で何か思いついたらまとめて言ってい

ただいても結構です。では、3 番目ですね。『古賀市では独自の人権副読本「いのちのノート」

を作成しているとのことであり、この中でメディアリテラシーに関連する内容も扱っているこ

とは評価できる。他の自治体が作成しているものを参考にするなどして、更なる内容の充実を

期待したい。』これもよろしいですか。では、次にいきます。次はメディアリスクの話になり

ます。『市内の小学 6 年生の 54.3％、中学生の 78.1％が携帯電話を持っているという現状にも

かかわらず、親がそのリスクについて知らないケースが多い。犯罪やいじめに巻き込まれる危

険性が大きいことから、関係する課が連携し、学校と家庭、行政が一体となりリスクの啓発に
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取り組んでいく必要がある。』人権センターの説明にあったかと思うんですけれども、○委員

さんが発言されていたところかと思いますけれども、よろしいですか。 

○委員 はい。 

会 長 では、次ですね。『今後、人権センターには、メディアによってもたらされる情報を「批判的

に読み解く」「主体的に読み解く」という意味でのメディアリテラシーの育成について、研修

会の実施など積極的な取組を求めたい。そのことが、「男らしさ」「女らしさ」という、いわゆ

るジェンダーに捉われないようになるといった形で男女共同参画に繋がることを意識する必

要がある。』○委員さんの発言がありますけれども、だいたいこんな感じでよろしいですか。 

○委員 はい。 

会 長 ○委員もご覧になったと思いますけれども。メディアリテラシーは終わったんですけれども、

よろしいですか。メディアリテラシーとメディアによるリスクというところでまとめて提案し

ているところです。では、基本目標のⅡはあらゆる分野における男女共同参画の実現というこ

とですが、①管理職に男女それぞれが 30％以上の構成目標の達成で 1 番目。『現在、市の管理

職の女性の割合は 15.8％（男性 32 人女性 6 人）であり、毎年微増しているが、目標からはま

だ遠い。一般企業に比べると、市役所等は達成しやすいはずであり、女性の登用を普及するた

めのお手本となるべく努力していただきたい。』30％には程遠いところへの苦言ですけれども、

このあたりは副会長が。 

副会長 そうですね。これは、国の役所あたりも達成は無理だと言っていますよね。 

会 長 載っていましたね、新聞に。 

副会長 国よりも先にやるというのがいいのかもしれませんけれども、なるだけ数字を上げる努力をし

てもらえば。 

会 長 2 番目ですね。『種々のアンケート結果を見ると、管理職になることを望まない女性が多いとい

う結果になっているが、これは介護や地域の行事に女性が出ることが多いことが理由と考えら

れる。従って、管理職の目標達成においては、女性だけではなく、男性の育児・介護休暇の取

得率を上げるといった取組が必要である。特に育児・介護休暇について男性も女性もどちらも

取れる環境がないと、女性が管理職になるのは難しいと考える。』私もそういう話をしたかと

思うんですけれども、他にも民間の話とかを○委員さんとかされていたかと思うんですが、そ

の点についてはいかがでしょうか。○委員さんいかがでしょうか。よろしいですかね。では、

これでよろしいですか。②推進体制の強化と職員研修の実施『育児や介護と両立するための方

法として、在宅勤務やテレワークという方法もあるが、現状では行なっていないとのことであ

り、今後検討することが望まれる。』いかがでしょうか。副会長が言われたところですかね。 

副会長 そうですね。民間の方では、在宅勤務ということで、データのやり取りをやっているところも

あるんですけれども、市役所ではまだ全然実現していないということで、その辺も含めて育児

中の女性へ出勤をなくしてやれば、仕事が継続できるというような状況が作れれば、そういう

ことも考えていったらいいんじゃないかと思いますね。それも時短でやるとか。就業規則とか

面倒な面もあると思うんですけれども、ぜひこれは検討してほしいと思いますけれどもね。 

会 長 お願いします。では、2 番目ですね。『女性の管理職を増やすためには、身近に、女性で仕事と

家庭を両立しているロールモデルが存在していることが重要と考えられる。また、小・中・高、

各教育段階において、児童・生徒が主体的に活動し、リーダーシップの経験を積むことなどが
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必要であり、それを踏まえた施策に取り組むべきである。』これは○委員さん、○委員さんか

らでてきたものだと思うんですけれども、○委員さんいかがでしょうか。 

○委員 なかなか難しいですけれども、あったほうがいいと。 

会 長 だいたいこんな話でよろしいですかね。 

○委員 『身近に、女性で』とあるのを、女性もなんですけれども、男性もパートナーの参画ですよね。

家事・育児への参画があって、やっぱりワーク･ライフ･バランスがしっかりしていないと、管

理職とか、まず、ワーク･ライフ･バランスだと思うので。うん。頑張っているモデルがいると

いうのも一つなんですけれども、これだったらやっていけるというような、時短だったりとか、

パートナーとか色んな人の支えだったり、参画だったり、参加だったりそういうのがあるとい

いなと思います。 

会 長 どうしましょうか。今は『女性』となっていますけれども、確かに、さっきの管理職 30％のと

ころにも育児休業の取得率のことがでていましたけれども。『男女がともに』ですかね。『男性

も女性も』と女性に限らない表現の方が、よりいいかなと思いますね。そんな形でいいですか。 

副会長 イクボスというんですかね。イクボスの育成。これは管理職の方の意識の子育てとかに関する

考え方がしっかりしていないと、なかなか難しいんじゃないかなと思いますね。 

会 長 イクボスというのは、上司がちゃんとそういう育児とかに理解があるということですね。 

○委員 つまらんことを聞きますけれども、パッと浮かんでくるのは、古賀市役所でも職場結婚いらっ

しゃいますよね。こういう人達から話を聞けば、具体的にものが出てくるかなと思ったんです

けれども。 

会 長 どうやって両立しているかとか、お二人とも同じ様な仕事をしている中で。 

副会長 上司がそれに反対するということになると、全然進まないですよね。市役所内のイクボスの育

成。 

事務局 今年 7 月に係長級以上でイクボス研修をさせていただいて、その際にアンケートを取らせてい

ただいておりますけれども、やはりやっていくのがいいという思いが多かったです。 

副会長 実際やられておられるんですね。 

事務局 第一段階としてですね。実践については、今からだと思います。それと正興電機製作所の古賀

営業所で、イクボス研修が行われて、取材に行かせていただきましたが、そういうのも言われ

ていたので今後、古賀市役所のほか古賀市内事業所にも広げていきたいなと思っています。 

○委員 ただ、子どもさんがいらっしゃらない方でも、いるのも大変だけど、いないのも大変だと思う

ので、そこら辺の例えばいる方の大変さをわかることとか、細々したことですよね。いない方

もいない方で、やっぱり忙しいと思うんですよね。意識の問題もあるし、そういうところをイ

クボスという括りの中で、色んな人に聞いていただければいいなと思います。 

会 長 お互いの事情を理解しあってみたいな、逆にシングルの人ばっかり、やれ残業だ、休日出勤だ

というが被ってくるのは問題かと思うので、公平な皆さんの合意の下で公平感のある進め方と

いうのは、イクボスとか上司の姿勢が重要になってくるんでしょうね。市内の事業所は違うか

もしれませんけれども、②は庁内の話だと思いますので、今、やっておられるなら、今後もそ

れを踏まえて進めていきますみたいなことを言ってもらってよろしいですかね。 

○委員  女性の管理職を増やすのはとても大事なことだと思うんですけれども、この前の話のときに、

女性も男性も管理職になりたがらないという状況もあったように思います。そういった意味で
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は、管理職を増やすことは、女性に限った問題ではなく、男女含めた課題とする必要があるの

ではないでしょうか。 

○委員 発言しようかなと思ったけど、ピントが外れているような気がして、言わなかったんですけれ

ども、僕は専門でも何でもありませんで、一般の方から入ってきている委員ですけれども、増

やすんだったら、採用するときに、なりたいという人を外から経験者、若しくはやってみたい

という人を。よく聞きますよね。そういうのは古賀ではあっているのかを聞いてみたかったん

ですけれどもね。 

会 長 民間からの採用ですかね。管理職とかを。今まではあっているんですか。 

事務局 今年度の採用試験で、来年の 4 月から古賀市に来ていただく方、45 歳以上の管理職対象の試

験を行いました。うちの職員の人数構成が、43 歳くらいから下、丁度古賀市が市制施行を平

成 9 年にしたんですけれども、その世代はかなり多いんですよ。44・45 歳から上が細ってき

て、職員の人口ピラミッドというんでしょうか。ちょうど細いところが 45 歳くらいで、所謂

管理職について、職員採用試験で公募かけようと今年度やりました。 

○委員 最初から、あなたは管理職になるための採用ですと謳っているんですか。 

事務局 5 年くらい前に、これは課長級ではないんですけれども、係長級で同じ様な取組みをしました。

ちょうど彼らが課長級に順次なってきているところです。そういう取組みは一応やっています。 

○委員 40 代といったらみんな企業で働いていてもそれなりの立場で仕事していたりする人だと思う

んですけれども、そこを辞めて役所を受けるということですか。 

事務局 通ったら辞めるということで。それぞれ事情があるみたいで、古賀市から離れたところ、関東

とか受けられて、親御さんの面倒をこちらでみたいということがあるのかもしれませんけれど

も、それぞれの事情の中で通ったら古賀市に勤めたいという方もおられます。 

○委員 本当に純粋にやる気のある古賀市内にいる人で、古賀市役所で管理職になってみようという人

いるんじゃないんですかね。 

事務局 古賀市内と限定していないんですよ。全国どこからでも、どうぞ来てくださいと。 

会 長 募集はですね。 

○委員 そういう募集はしてはいけないんですか。古賀市を。 

事務局 住所で限定はしておりません。 

○委員 してはいけないんですか。 

事務局 いけないということはないと思うんですが、どこにお住まいであろうと全国から募集していま

す。 

○委員 どうしてですか。 

事務局 人材を幅広く取るためです。 

○委員 古賀を良く知る人とか、古賀をもっとよくしようとかそういう気持ちの人を大事にするじゃな

いですか。市役所の人は。 

事務局 古賀にお住まいで、古賀市に熱い思いをもっている方はいらっしゃいます。 

○委員 いますよね。 

事務局 古賀市外から古賀を見て、古賀のこういったところがすばらしいから、古賀で仕事したいと言

う方もいらっしゃいますので、外から見て、古賀市をこうしたいという方もいらっしゃいます

ので。 
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○委員 外から見た古賀と言っても、古賀にいる人ほどわかってはいないですよね。それを前提にして

はいけないんじゃないですか。外から見た方が、古賀がよくわかるというのは、おかしいんじ

ゃないですか。 

○委員 古賀に住んでいらっしゃる方も、よそから来た方も、古賀に愛情を持っておられることには変

わらないと思います。私もよそから来ましたけれども、はい。 

○委員 外からということを大前提とすることはないんですよね。 

事務局 どなたでも応募できるということです。 

○委員 内外ともにということですよね。 

会 長 古賀市優先枠というのはないということですね。 

事務局 ありません。 

○委員 何パーセントか、優先したらいいのに。ダメか。 

会 長 子育ての地域リーダーの人をみると、大抵出身じゃなくて、ないから必要だから何かしようと

グループを作ったりしているので、よそから来て動くというのも意味がないことはないと思う

んですけれどもね。でも、お気持ちはよくわかります。後は、教育のリーダーシップというこ

とで男女関係なくと○委員さん、意見を言われていたところですけれども、○の後半の方はよ

ろしいですかね。これは女性に限らずですよね。あの時も出ていましたけれども。 

○委員 小学校とかでは、基本そういった考えでやっていらっしゃるのではないかなと思うんですけれ

ども。 

○委員 そういう人は専門職としてあるんですか。 

会 長 リーダーシップの。 

○委員 誰でも当然やるべき。 

会 長 ○委員さんどうでしょう。リーダーシップの意識をつけるための学習というのはあるんですか。 

○委員 小学校のことは詳しくは知りませんが、体験でいえば、小学校段階は女性の方がリーダーシッ

プを意欲的にも能力的にも発揮している傾向が強いですね。例えば、児童会の会長とか、学習

委員会の委員長とかです。基本的には意志の尊重ということで、以前の昔の学校だったら、教

師が指名してそういった役職に就かせるということがあったのだと思いますが、今は子どもた

ちの意志尊重ということで、自主性尊重、意欲の尊重ということで、選挙したりやっています

ね。その際は、圧倒的に女性の方が、やりたいというリーダーシップを発揮しますね。どちら

かと言うと、発達段階で小学校の方が心とか、女性の方が早く成長する段階かなと思いますね。 

○委員 段々大人になるに従って、男性に譲るというか、トップになったときに、男性の名前が多くて、

女性の存在が薄くなっていくという。小学校の間は確かに、みんな自由に手を挙げている感じ

がするんですけれども、段々大人度が高くなるにつれて、少しずつ女性の進出が少なくなって

くるような印象はあるんですけれども、今はどうなっているかわかりませんが。 

○委員 12 月 9 日にありました「いのち輝くまち古賀 2015」で、毎年、小中学生の人権作文を公募し

て、優秀作品を披露させてもらうんですが、やはり女子生徒が多いですよね。 

会 長 ありがとうございます。ここは職員の方の管理職の話からはきているんですけれども、一般的

にも発達段階に応じて、リーダーシップ経験とか育成も必要なんだと思います。ですからこれ

は、本当は教育委員会の方に持っていかないといけない話ですよね。中高となってくると、あ

んまりでしゃばらない女の子の方がかわいいよね、みたいな感じになってくるというのは、い



7 

 

ろいろ研究的結果でもでているかなと。女子中・女子高の方が積極的な人が養成されるという。 

○委員 教育の中でリーダーを作るために、施策というのはどういうことが考えられますか。 

○委員 リーダーシップの育成という点では、特別ないのかもしれませんが、男女平等意識の形成とい

うことでは、名簿ですね。児童名簿を男女混合名簿にするのは、県教育委員会施策として出て

いますし、それから、全校長会とかで並ぶときも、以前は男子一列女子一列と並んでいました

が、それも男女混合で身長順に並ぶとかですね。下駄箱とかロッカーとか、そういうものはあ

いうえお順ですね。そういう形で、自然に男女混合を意識する。環境を整える施策は県の教育

委員会も市の教育委員会も学校に周知徹底はしています。 

○委員 ありがとうございました。 

○委員 目標Ⅰのところで出てきました古賀市の副読本「いのちのノート」ですね、県の教育委員会が

出しております道徳のノートで「かがやき」というものがあります。その中で、男女の役割分

担の固定化をしないという教材があるんですが、私も最初出たときに、見開いてインパクトを

受けたんですが、女性のバスのドライバーの写真とか、男性の看護師の写真とか、そういった

ことで子どもたちに、看護婦さんは女性とか、トラックとか所謂乗務員さんは男性とか、そう

いう固定意識を壊していくような、副読本を県の施策、市の施策としては、そういった自主的

な教材作りをされています。 

会 長 ○委員さんよろしいですか。 

○委員 はい。 

会 長 ありがとうございます。②のところはよろしいですかね。では、③性別によらない職員採用及

びジョブローテーションの実施『総務部に女性課長 1 名の配置、建設部にも新任で女性の係長

の配置等をしてきていることについては、評価できる。しかし、管理職 38 人中女性 6 人であ

ることから、今後もさらに、職域の拡大をお願いしたい。』ここは人事課からご報告があって、

よろしいんじゃないですかというお話が出たところだと思うんですけれども。よろしいですか。 

○委員 前から古賀市は 30%という数字をだされていますよね。国もたまたま 30%となっていますが、

なにか 30%の目安があったんですか。 

事務局 国の目標と一緒にしています。私の考えるところかもしれませんけれども、10 人いて 3 人と

いうところは、2 人だとなかなか意見が言えない、通らない。3 人いると通りやすいという、

会議の中の参画という意識的なものから 30%というところかなと。 

会 長 人数なんですけれども、さっきの基本目標Ⅱの①に出てきたのが、男性 32 人で 15.8%ですが、

こっちは 38 人になっているのは、管理職のカウントの仕方が違うんですかね。 

事務局 38 人中の 6 人で、男性が 32 人で足したら、38 人になります。 

会 長 大変失礼いたしました。 

○委員 管理職というのは、課長以上ですか。 

事務局 はい、課長以上です。 

○委員 課長の上に、部長と何があるんですか。 

事務局 部長までです。 

○委員 部長何人、課長何人という枠はなくて、部長課長合わせて、30%なんですか。 

事務局 そうですね。 

○委員 それは、国も古賀市も同じですか。 
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事務局 はい、一緒です。課長級以上が 30%です。 

○委員 ちなみによその市町村で、部長級がどれくらいいるということは把握されていますか。 

事務局 前に福岡県では大曲さんが部長でしたが、今は副知事になられたので、福岡県では女性部長は

おられないかと。近隣も、部長はほぼいらっしゃらないかと。 

○委員 どこかの市町村で保健師が部長になっていると聞いたけど、そういうところもあるんだなと聞

いていたんだけど。 

事務局 全部は把握しておりません。 

会 長 よろしいでしょうか。④ですね。職員に対するセクハラ、パワハラ防止のための啓発及び相談

体制の強化 1 番目は『ハラスメント相談については、窓口は庁内のみでなく外部の相談窓口と

して設置されているＥＡＰでも対応できる点、相談後は人事課による内部の調査、面談へとシ

ステムが整備されている点は評価できる。』これは、私の意見だったかな。人事課から EAP の

話をしてもらいましたね。窓口がいくつかあるという点と、システムがきちんとできていると

いう点を評価しますということで、ここはよろしいでしょうか。では、次にいきます。『啓発

については、声をあげにくい非正規の職員が被害にあいやすいため、研修で相談システムの情

報を提供したり、研修後に被害実態のアンケートを取ったりするなど、非正規職員の被害防止

を念頭においた研修を実施していただきたい。』ということで、非正規の方に配慮した研修の

提案ということなんですけれども、これも私が非正規の話をさせてもらったんじゃないかなと。

みなさん方もセクハラのときは幾つか意見が出ていたかと思いますので、何かもうちょっとこ

こは書き加えたいとかあればお伺いしたいですけれども、よろしいですか。では、基本目標Ⅲ

にいきますね。①ニーズに合った保育内容、施設の充実『待機児童は市全体でゼロではあるが、

今後は、保護者の希望する保育所に入所できるかどうかは不明である。今後も待機児童ゼロで

市民のニーズに答える体制を検討されたい。』待機児童はゼロだけれど、ということで、○委

員さんがご質問されたところですけれども、保育所を希望されたところに入れるのかというと

ころで、○委員さんからもご質問があったかと思うんですけれども、この辺はニーズにあった

と書いてあるから、ニーズにあった入所を希望しますということですよね。 

○委員 すいません、基本的なところを、保育する先生が何人だから、この施設はこのくらいの広さだ

から、この定員と決まっているんですか。 

会 長 そうですね。キャパシティ的にはありますよね。 

○委員 そうではなくて、入りたい人入れてくださいというのは気持ちとしてわかるんですけれども、

それに対応する市のほうの体制はあるんですか。 

事務局 体制といいますと。 

○委員 例えばですね、僕が聞いた話なんですけれども、あるところに保育を頼んだら、最後の一人な

ので入れられませんと。一人くらい、いいやろうもんと僕は思うんですけれども、それは決ま

っていればね。少し考えの余裕というか、幅みたいなものは、市はお持ちなんでしょうか。 

事務局 今言われたように、一人の子供に何畳というのがあるので、その子が入ってしまうと、他の子

に皺寄せがきたり、その人数が入って、何人と先生が決まっているので、そこは難しいのでは

ないかなと。厳しくはなっているので、きちっと入っている子ども達の保障というのがあって、

もう一つ、他の保育所にも受け入れの部分があるので、そこにも今の所は入れる。ただ、言わ

れるように同じところに 3 人一緒に入りたいのに、最後の 1 人がというのは、あるのかもしれ
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ませんけれども、そこは難しいでしょうね。 

○委員 でしょうね。ある地区では、希望のところに入れない人が 10 人出てくる可能性があるんです

よね。その 10 人はよその地区に行ってくださいということになるんでしょうけれども、それ

は丁寧なご指導があるとは思うんですけれども、一人くらいどうにかならんと、と思うんです

けれども。 

副会長 今は千鳥に余裕があるから、だいたいそっちですよね。 

○委員 ニーズに応えるという意味で、地域間格差とか、人口比とかそんなバランスでだいたい自宅の

近いところにある配置はされているんですか。 

事務局 保育所は小学校区単位で言えば、8 小学校区あるんですけれども、今、ないのが古賀西小校区

で、もともとあったんですけれども、20 年度をもって辞められました。それ以外の校区は、

舞の里にも新しくできましたので、7 校区は、地域バランス上はあります。問題は西校区を今

後どうするかということがありますので、市の課題ではないかなと思っています。余談になり

ますけれども、みなさんご存知のとおり舞の里でも保育所という施設そのものが、近隣住民の

方にとって、子育てには必要な施設だと我々は思っているんですけれども、子どもの声が騒音

だと言う声もあって、市としてはそういう認識は持っているんですが、なかなか町中に保育所

をつくるというのは、非常に厳しい時代になってきているということもあります。 

会 長 余談ついでに、全国テレビに出ましたよね。 

事務局 はい。 

○委員 防音壁が立っていますよね。 

○委員 それを言っているのは、年寄りでしょ。若い人は言わないよね。おじいちゃん、おばあちゃん

が多いような気がする。私もお年寄りだけど。 

会 長 『検討されたい』で留めているのは、そういった意味合いも含めているんですかね。こちらと

してもいろいろと強力にお願いしたい部分もあるけれども、予算もあるでしょうしね。ここは、

このような形でよろしいですかね。2 番目です。『市では、鹿部保育所で病後時保育は行ってい

るが、福岡市にあるような、病院と提携しておこなう病時保育がないことから、今後、男女共

同参画の視点からも病時保育は重要なものであり、検討願いたい。』ここも検討ということで

すけれども、○委員さんが仰っていたところですが. 

○委員 検討ということですよね。 

○委員 “びょうじ”の”じ”はこっちでいいんですか。児童ではなくて、時ですか。 

会 長 子どもでもいいと思うんですが、児童の児ですね。議事録の方は児童の児になっていますね。 

副会長 病児は帰ってくれと保育園から連絡があるそうですね。それの病院の対応ということですよね。 

○委員 病院と連携してやったりとかですね。 

会 長 安心できる体制が必要ですよね。 

○委員 これもどうしても仕事ということになれば、そういう施設が必要だと思うんですけれども、や

っぱりこれも、保護者がやはり子どもを看られる体制を、子どもとしても病気のときは不安だ

ったりとか、言いたいけれども言えなかったりとか、馴染みのない所で預かってもらうわけで

すよね。だから、あったらどんどん利用すればいいというものでもなくて、そういう時にちゃ

んと子どもに付き添えるところを、お父さんとお母さんができるようなワークシェアとか、そ

ういう部分で、企業側にもそういう対策じゃないけれども、うん、こういうときはどうするか
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とか、あったらいいなと思いますけれども。 

○委員 子どもの看護のための休暇制度って、古賀市の職員とかはどのくらいいるとか、そういう数字

ってあるんですか。 

会 長 看護休暇。 

事務局 何人今、取られているかということですか。 

○委員 例えば、2014 年度 1 年間では何人ありましたとか。 

事務局 それは、人事課が把握していると思います。 

会 長 取られる方もいらっしゃるんですか。 

事務局 多いですよ。 

○委員 男性でもですか。 

事務局 男性でもおられますけれども、比率的には女性が多いでしょうね。 

副会長 企業の方もそういう時は、ダメだというところはないですよ、多分。 

会 長 言い出しにくいのはあるでしょうね。 

副会長 言い出しにくい。そういう会社あるんですか。 

○委員 出張とかね。 

副会長 子どもが病気のときに、ダメという経営者なんておるんですかね。 

○委員 大事な取引があるとかだと、そもそもくださいと言わない。そういう時に、母親の方が休みに

くい日だったら、父親の方が休めるのであれば、取ればいいのであって、そういう発想ができ

るかどうかですね。そういう啓発がいるのかなと思うんですけれども。 

副会長 啓発しなくても、そういうことをダメだというところなんか、辞めてしまえばいい。私の感覚

とすればそうですね。企業の約束事とかあるのかもしれないけど、それは子どもの病気と比べ

たらどっちが重いかですよね。 

○委員 ただですね、やはりパートをされている方とか、いろんなクラブのお母さんたちに聞くんです

けれども、やっぱり、そこは民間は厳しくてですね、言ったら辞めざるを得ないと。 

副会長 だから、辞めたらいいんじゃないですか。辞めて他を探せば、今、いっぱいあるでしょう。 

会 長 それが、なかなかないんですよ、年をとると。 

○委員 そうなんです。だから、言いづらいとか、取りづらいとかですね。まだ、そんなことがあると、

とか。 

副会長 介護施設なんかでも、残業をなくして、そういうケアをしているところは伸びているし、そう

いうところじゃないところは、閉園ですよ。現実、私はそうだと思いますけれどもね。 

○委員 そうですよね。そこを経営者がわかっているかどうか。 

会 長 今回、事業所向けの提案というのは、あまりしていなかったんですよね。今までの審議会で検

討があまり深まっていなかったんですけれども、一応今回の分で書くとしたら、『子ども子育

て支援事業計画で検討します』と回答をいただいたので、そのまま書いてあると思うんですけ

れども。 

○委員 僕は市役所の中の話として、読んでいたからちょっと悪いんですけれども。 

会 長 事業所への提案というか、市がやるとしたら、促進しかないですよね。直接はなかなか。 

事務局 企業内保育所でいえば、取材に各企業を色々回っているんですけれども、その中で、日本食品

さんを広報こがの「輝き☆KOGA びと」で出させていただいているんですけれども、そちらの
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方は、企業努力として、企業内保育所を作りたいと。実はニーズがないから、できない。作っ

て、あそこの何かありますよね、研修所のところに作ろうという話を商工政策課へ持っていっ

たけれども、従業員のニーズが今のところない。それから、ファウンテン・デリさんが、古賀

市の方では企業内の保育所を作っていたんですね。そこに取材に行こうと思って、電話をした

ら、今はありませんと。それは、いつでも再開はしますけれども、今のところ従業員のニーズ

がないのでと。地域の保育所とかに行っているのかなと。そういうところに行けているので、

そこで溢れて誰もいけないから、企業内保育所にというのが、前はあったのかもしれませんけ

れども、入れているのではないかなと。ただ、国の方から企業内の保育所の設置というのは、

推進しているところはあるのではないかなと思うので、企業もやっていこうかという思いはあ

るようです。 

副会長 うちは、保育所を作るほどの人数はいないんですけれども、どうしても子どもがダメなときは、

会社に連れて来いと。 

○委員 モーハウスみたいですね。 

副会長 モーハウスなんです。それで、休むよりも子ども連れて来て。 

○委員 昔いましたよね、学校で職員室に子どもがいるということが。 

副会長 昔はあったんですよね。それを許せるような風土があったんですけれども、今は何か知らんけ

ど、規則とか、何かあったら責任とれないとか、その辺の規則で雁字搦めになって。だから、

「ちょっと静かにして、電話するけん」とか、結構社員の子どもも会社連れて来ていたんです

よね。保育所までなかなか予算が取れないからですね。モーハウスみたいにね。子ども連れで

くるのは当たり前とか。 

○委員 すばらしい。 

副会長 そういうところを作っていったら面白いんじゃないかと。 

会 長 色んなやり方がありますよね。 

副会長 保育所を作るといったら、保育士さんが必要ですけれども。それに対しても責任をもってしな

ければならないから、大変ですけれども。モーハウスの話を聞いて、私なんか感動したんです

けれども。 

○委員 実際に自分の会社でやっておられるから。 

副会長 大した事じゃないんですけれども。 

会 長 ありがとうございます。モーハウスは倉敷で。 

副会長 そうです。 

会 長 では、後ほど詳しいお話を。一応ここは検討で留めてしまうのですが、これで今回はお願いし

ますということですかね。次のページですけれども、②地域の子育て・介護支援体制の整備『徘

徊ＳＯＳネットワークについては、登録が 10 名にとどまり、十分に利用できていない現状が

あるが、その理由は当事者家族の抵抗感が指摘されている。今後は、高齢者の介護者の性別を

把握して、性別の特徴に応じた認知症への理解を深め、地域の協力を求めることができるよう

な意識づけとともに支援体制の整備を図っていただきたい。』ということで、地域の介護支援

の方ですね。子育て支援ではなくて。認知症サポーターの話とかがでてきた中でこういった意

見になったかと思いますが、どうですか。○委員さん、抵抗感の話とかご質問されていたかと。 

○委員 これは、行政区との関係は出来上がっているんですか。 
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副会長 いや、まだ出来ていないでしょ。 

○委員 一番身近なところで言えば、薬王寺区の。 

副会長 つい最近、徘徊がうちの区であったんですけれども、そのネットワークはまだ確立されていな

い。私も一緒になって探したんですけれども。その徘徊というのは、今後常に出てくると思う。 

会 長 登録されているのは家族に抵抗感があって。 

副会長 大体、私の知り合いは隠しますね。 

○委員 えー。 

副会長 で、家にこもってしまう。それを、行政区の一つの班で情報共有するとか、そういうことはし

ないですね。 

○委員 でも、徘徊は最悪の事態になると、死亡になりますよね。 

副会長 そうです。危なかったんです、今回。 

○委員 そこのところを、みんながちゃんとわかってくれないと。それを知ってもらいたいですよね。 

副会長 そうですよね。静岡県の富士宮かどこかで、かなりこの件のネットワークをやっているという

報道があったんですけれども。 

○委員 これは「登録」という言葉を出していますよね。登録しないといけないんですかね。 

副会長 特徴とかですね。 

○委員 できれば写真とか。 

副会長 何も情報がなかったら、歩いていてもわからないですよね。 

○委員 この問題は、地域の中でコツコツと理解を深めていくようなことをしていかないと、急には出

来ないだろうなと。まず、認知症に対して、いろんな抵抗感というか、差別意識をみんな持っ

ているであろうという状況の中で、「私の親は認知症です」と言う勇気は、なかなか無かった

りして、難しいのかなと。この文章の中で、『高齢者の介護者の性別を把握して、性別の特徴

に応じた認知症への理解を深め、』というところが、どんな状況なのかわかりにくいのかな。

性別にかかわらず認知症というのは人によって違ってくると思うんですけれども、この辺は。 

会 長 これは介護者の方ですね。介護する側が隠したがるのは息子であったり、夫であったりする場

合が多いんじゃないかということがあって、割と女性の方が地域にそもそも人間関係があるか

ら、困っているのよと言い易いけれども、男性の場合は、登録とか進まないんじゃないかなと。

わかりにくい文章ですけれども、介護する側の性別。 

○委員 介護する側が、抵抗があって認知症に対して閉鎖的になっているような状況もあるからという

ことですね。 

会 長 そういうことを書き加えた方がいいですね。 

○委員 これが、②地域の子育て・介護支援体制の整備というところに入っていることを考えたときに、

さっきお話が出た子育ての問題なんですけれども、もちろん若いご夫婦で考えていくというこ

ともすごく大事なのかなと思うんですけれども、認知症の高齢者を支えていくという状況を作

っていくということからすると、どうしても都合がつかなくて、お父さん・お母さんを困った

ときに、地域の人が見てあげるような、子育ての支援体制も地域で作っていく最後の砦みたい

なことを並行して考えていかれた方がいいかなと。そういう人間関係が、今度は自分が、介護

が必要になったときに、子育て世代が、自分たちが理解し、協力していこうとなっていくと思

うんですけれども。そういった意味では、子育て・介護支援体制ということが、つなぎで書か
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れていることの意味があるのかなと思ったりして。 

会 長 地域の皆さんの協力で支援体制ができるということだと思うんですけれども、行政の方が縦割

りじゃないですけど、子育てと介護が違う担当課になっているということがありますね。たぶ

ん、子育ての方も「子ども子育て支援計画」では地域の支援体制というのがあると思うんです

けれども、今回のやり取りの中ではあまりその話が出てこなかったですよね。ファミリーサポ

ートの話だけだったから、もうちょっとそこを聞いてみてもよかったですよね。どうしましょ

うかね。何か介護と子育てと皆さんが支援する体制に変えたほうがいいんですかね。 

○委員 今、コミュニティで、地域の中で協働してやっていかなければならない。高齢になって施設に

入れるとか、病院に入って最後を迎えられる時代ではなくなってきているという状況の中で、

コミュニティは支えあっていくということが、すごく重要になってくるんですよね。一人暮ら

しが今からドンドン増えていくわけですから、その人達を支えるのは地域でなければならない

という状況からすると、地域の中での人間関係を醸成していくという仕組みは絶対に必要にな

っていくと思うんですよね。そういうことと、合わせてこの辺の問題を考えていかないと、最

初からそれをしてくださいということを、市民に求めるのは、それはちょっと住民からすると、

行政がする事務を押し付けているんじゃないかということになると思うんですけれども、実は

そうじゃなくて、実際に地域の中でそういうことをしていかないと、地域の生活が成り立って

いかないような状況になりつつあるという状況をこんな風に行政がサポートしながら、関係性

を構築していくかということはものすごくテクニックや労力がいることだと思うんですね。自

分との人間関係なくしてそんな事はできないですから。でも、そういうことを入れていかない

と、これからの地域社会というのは、成り立っていかないと思います。 

会 長 保健師さんが子育てサークルを支援したりというのが、今の子育ての地域の支援体制になって

いますね。どうしましょうかね。今は介護しかないので、子育て支援課の「子ども子育て支援

計画」にこういうのが入っているはずですけれども、地域で見守るじゃないですけど、子育て

家庭を支える計画とか事業があるんだったら、次回までに入れられるようなことがあれば、入

れていった方がいいのではないかなと。よろしいでしょうか。次にいきます。①ですね。時間

の関係があるので、○が沢山あるので 2 つくらい固めていくこともあるかもしれませんが。ま

ず、①生活の自立を促す家事技術支援講座の実施。2 つまとめて申し上げます。『コスモス市民

講座では、シニア層でリタイアされた方を対象に料理を始め生活自立のための内容をそろえて

おり、仲間づくりも目的としていることは、定年退職者層の活性化にとって大事なことであり

評価したい。』『講座受講後、地域デビューへ繋がるきっかけとなっており、卒業生が、市民講

座を企画、運営するコスモススタッフ、行政区長、分館主事を引き受けたりと成果が出ている

ことは評価したい。』評価できるとしていますが、これについてはよろしいでしょうか。では、

次ですね。『「おやじの出番」は現役で働いている男性を対象とした時間帯で開催されていない。

男性の生活自立を促す家事技術支援講座という趣旨からして、曜日や時間帯、内容の工夫が必

要である。』コスモス市民講座は主にリタイアされた方が対象で、それはそれで上手くいって

いるけれども、現役の人達も対象としてくださいという内容ですが、これはいかがでしょうか。

よろしいですか。『定年退職以前に行政の市民講座に出るためには、企業の協力が必要であり、

退職後の円滑な地域デビューにつながるように、企業の巻き込みを考えていただきたい。』企

業の巻き込みというのは、難しいけれども、結構重要なところだと思います。 
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○委員 これは市民講座に出るだけじゃなくて、「地域活動に参加するために」と入れていただいたら

いいかなと思います。社会で活動することを体験して、そこに社会での自分の顔を作っていく

ということをしていかないといけないのかなと。 

会 長 なるほどですね。コスモス市民講座に出るためだけではない、ということですね。「地域活動

に参加したり」ですかね。よろしいでしょうか。他には何かございますか。よろしいですか。

4 番目ですね『地域の中で自分の特技、得意分野がある方に活躍できる登録制度として、人材

バンク（男性 18 人女性 25 人）やつながりサポーター（男性 6 人女性 9 人）があることは評価

できるが、さらに登録者を増やし、性別に関わらず市民の活躍の場を提供していただきたい。』

人材バンクがあるということで、生涯学習推進課から説明があったところですが、女性が少し

多いんじゃないかという話があったので、もうちょっと性別にかかわらず増やしてください。

という提案なんですが、いかがですか。よろしいですかね。では、②地域の住民としての活動

を促す学習機会の提供『防犯や青少年育成などの分野に女性も参画し、また様々な年代の人が

入って活動していくような体制作りをお願いしたい。（特に小野、青柳校区等に女性の活躍が

少なく感じる）』これは審議会の意見を生々しく書いてあるんですけれども、これはこのまま

市のほうに出すかというのは、どうなんですかね。実際、少ないんですかね。 

○委員 僕は小野ですけれども、結構女性は出てきておられますけれどもね。 

会 長 そうなんですか。 

○委員 でも、外から見たら違うのかもしれない。 

○委員 私も小野なんですけれども、割と行政区ごとに小山田とか薬王寺とか小さい単位でだけ、協議

会もあるんですけれども、会合だけで主な活動があまりないんですよ。運動会のときにとか、

あと見守りとか、そうですね。子育てとか、徘徊の見守り相談とかもそうなんですけれども、

住民の学習機会の提供もそうなんですけれども、中央公民館がありますけど、なかなかそこま

では来れないんです。会長はよくご存知かと思うんですけれども、福岡市は校区ごとに公民館

があって、常時開けてありますよね。相談窓口があったり、子育て支援室があったり、学校に

行けない子どものための居場所を作ったり、いつも開いていて誰かがいて、行ったらなんかの

講座をやっていたり、地域の話し合いをしていたりとか、そういうのがちょっと無いように思

うんですね。だから、地域のコミュニティといっても、自分たちの地域でも昼間めったに人と

は会わないし、そうですね。小野のほうは、特に農区行政区と分かれますので、あの、農区の

ほうは割りと頻繁に話し合いが行われているとは思うんですけれども、ちょっとですね、そこ

ら辺も見えにくい、わかりにくいような感じなんですね。なので、運営協議会はあるけれども、

そういうなんか場所として、うん、いつ行っても誰か人がいるというようなところがあるとま

た違うのではないかなと思います。これは、設備とかが必要なので今できることではないと思

うのですが、うん。ちょっと、コミュニティのあり方としてですね。 

○委員 運営協議会があっていることすら知らないですよね。 

○委員 はい。 

○委員 区長経験者は知っているんですけれども、普通の人は知らないですよね。 

○委員 運動会の準備がどうとかね。そういうことだけなんですよね。 

○委員 確かに。 

会 長 もっと地域の活性化に繋がるような拠点だったり、学習機会だったりが必要だということです
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ね。 

○委員 大概公民館はいつも閉まっていて、公民館も区民の積み立てで建設されているので、なんかよ

その人が使いにくいとか、色んな規制があったりしてですね。うん、十分に活用されていない

ような、これは私の勝手な印象なんですけれども、もうちょっと行政区ごとではなくて、校区

ごとの取組みとかコミュニティの作り方を、あの、考えてほしいということもあります。防犯

とか、青少年育成も含めてですね。 

○委員 昔は薬王寺も管理者といいますか、公民館の中に誰かいらしたんですよ。募集するけど、だれ

もお見えにならないんですよ。募集かけてもですね。 

○委員 はい。 

○委員 だから、鍵を持っているのは区長と副区長と何人か、消防団とかですね。 

○委員 はい。 

○委員 来てくれれば、開けるんですけどね。仰るとおり。 

会 長 ここはいろいろやることはあるんでしょうけれども、あっさり『体制作り』になっているんで

すよね。具体的には内容がいろいろあると思うんですけれども、どうしましょうか。少し例示

をあげますか。公民館の活性化とか何か。コミュニティの作り方とか。委員さんからあったお

話を例示のようにあげますか。 

○委員 特定の地域を入れるのはちょっと。 

会 長 特定の地域は入れずに、内容をもう少し具体的にすると。 

事務局 こちらの方では、本当にサミットの中でこういう話をしたときに、確かに小野校区の方でした

が、男性の方が主流で、女性は外しているわけではないんですけれども、逆に入ってくれる人

が少ないという話と、まだなかなか男性のほうで女性はサブというイメージがあるということ

は確かに言われましたね。今、ちょっと調査中なんですけれども、校区によってのアンケート

もしておりますので、はっきり来年そういうところはできればいいかなと思っています。 

○委員 うちの地区とかですね区長との関係、副がずっと 4・5 年先、5・6 年先が男性、男性って決ま

っているんですよ。だから、それはおかしいと思うんですけれども。 

○委員 僕も経験者ですけれども、薬王寺は年順なんですよ。逃げようがないんですよ。逃げても。女

性の方で、いらっしゃるんじゃないでしょうかと声は何度もだすんですけれども。 

○委員 あー、ないない。 

○委員 例えば、僕が辞めてその次、誰か決めなくてはならないので、女性のところに集中的に行けば

もしかしたらあるのかもしれませんけれども、自分も早く辞めたいので、誰かなるような人の

ところにと思うと、男性なんですよね。 

会 長 どうしましょうかね。 

○委員 山の方は問題がある。 

会 長 体制作りの件、規約の改正が本当は入ってくるんでしょうね。年齢に応じてとかで、女性が入

る隙がないところは。 

○委員 区によっては、何年もしているところがあるじゃないですか。長い人は 10 年近く。前、この

人は 2 年目です。3 年目です。と書いてあったけど、何も書いていない人がいるんです。その

人は 8 年とか 9 年とかなんじゃないですか。 

○委員 小山田は 1 年でコロコロ代わっていきます。それも良くないと。 
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○委員 うちも 1 年ごとです。 

○委員 何にもできないんですよ。計画的なことが。 

○委員 2 年といったら逃げますね。 

副会長 なりたくないですもんね。 

○委員 年齢と言われたら、逃げられないでしょ。 

会 長 だから、年齢にしたんですかね。 

○委員 この頃少し、変えようという話をしたりしました。 

会 長 わかりました。ここの題が地域の住民としての活動を促す学習機会の提供ということなので、

本来ならばそういう話をみんなで話し合える場があると一番いいんですね。この規約でいいの

かとか、何年も同じ人がしていていいのかですね。そういう学習会についての具体的な話はあ

の時、コミュニティ室ですかね、していなかったと思います。 

○委員 確かに、1 ヶ月に 1 回、組長寄りがあります。そこでは、みんな、どうかしたら奥さんも出て

くる。行事によっては、夫婦でやることもあるし、旦那さんが忙しいときは奥さんが出てくる

こともあるので、そういう面ではあれは使えるかなと思いますね。細かい単位では。 

○委員 だんだん住民の従来の自治組織というか、町内会活動みたいな活動を維持していくことが限界

になってきているじゃないかなと思うんですよね。 

○委員 確かに。 

○委員 そういう状況の中で、どういう風にコミュニティを新しい感覚で盛り上げていったり、支え合

っていったりする関係は、考えていかなければいけないところだと思いますけれども、従来ず

っとやってきている活動を変えていくというのは、なかなか急にはできないことだと思います。 

○委員 特に、田舎のほうはコミュニティという考え方が同じ川を使って生活するというコミュニティ

があったんですよね。だんだんと新しい住宅がでてきますと「俺は川は関係ないもん、お役所

さんだけやろ、川を使うのは」という感覚になってくるんですよね。同じような環境で同じ様

な生活をしているというコミュニティは減っているので、難しいのは確かですよね。 

○委員 集う場が無ければ、人って交流できないから、やっぱりそこに拠点は必要で、その拠点をどう

作るのかというところが、空き部屋、空き家はいっぱいあるわけですから、そこが行政のなん

というか、学校と上手く連携してやっていく。そこら辺がアイデアになってくるのかと思うの

で、そこは行政が上手くサポートしながら、コミュニティの運営の仕方を一緒に協働して考え

ていかないと、これから先、ずっと今までのやり方でやっていこうというのは、絶対に無理だ

と思います。 

○委員 コミュニティの考え方に近づかないと、同じ様な場所でお互い仲よくやっていこうというとこ

ろが、昔は農家ばっかりだったところに、違う人がたくさん入ってきているので、コミュニテ

ィは、苦しくなりますよね。 

○委員 コミュニティという意識を持つためには、関係性を築くような機会があったり、顔が見えなけ

れば、同じ地域に住んでいても、それは地域が同じだというだけで、コミュニティとしての人

間関係は築かれていないわけですから。 

○委員 お祭りなんかのときも、人を集めないといけないときがあるでしょ。いないんですよね。子ど

もはよそにいるから連れて来てとか。子どもが集まらないですよ。出そうともしないですよ、

いても。 
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会 長 新しいあり方を考えないと、難しいということですよね。 

○委員 だから、意識させればいいんでしょうけれども、面白いんですよ、お互い助けあうんですよ、

助け合うことができるんですよということが教育し直せばいいんでしょうけれども、とりあえ

ず早くしようと思ったら、なかなか。 

会 長 学習機会の提供ということなので、地域のあり方やコミュニティのあり方をみなさんで意見を

交換できるような学習会があるといいんでしょうね。そこに男女共同参画の視点で来られる年

齢を限らないとか、必要ですけれども、書き方を少し変えてみてもらっていいですかね。では、

2 番目は『具体施策は、男性の社会的自立に対する支援であり、成果報告が正しく報告されて

いないことから、今後は、男性の地域活動を支援することについて担当課と連携して進めて行

っていただきたい。』地域コミュニティ室と生涯学習課がもっと連携をして、男性の地域参画

を、さっきの企業の巻き込みも考えていただきたいということとも繋がるかと思うんですけれ

ども。『成果報告が正しく報告されていない』というのが何のことだったっけと。 

事務局 基本施策の方で、(3)男性の社会的自立に対する支援『男性が家庭生活や地域社会活動に参加で

きない状況を男性問題ととらえ、男性を対象に生活の自立を促す家事技術支援講座の実施、地

域住民としての活動を促す学習機会の提供を行います。』というところで、その後に②地域住

民としての活動を促す学習機会の提供に対する回答が、『今後も出前講座を通して地域住民と

しての活動を促す学習機会を提供していく。』だったので、ここの施策に対しての報告ではな

いのではないかという指摘があっておりましたので。 

会 長 どうしましょうかね。少し変えた方がいいですかね。 

○委員 その前に具体策があるから、ここだけ変えるわけにはいかないでしょ。 

会 長 具体策は『男性の社会的自立に対する支援』。 

事務局 男性に対してのということなので、成果としてそこを謳っていないので、今後、そこはコミュ

ニティや担当課にそれを持ってしていってくださいというのがいいのかなと思って。 

会 長 前半をちょっとわかりやすく。 

事務局 もう少し、具体施策というところを付け足して、はい。 

会 長 では、よろしいでしょうか。次は重複差別を受けないための支援①女性の人権尊重のための社

会的認識の育成『社会的認識の育成というのは、大変難しい問題であり、意識が変わるには、

チラシや広報だけではなく、対話やディスカッションすることが必要であると考えることから、

今後の研修などプログラムに取り入れていただきたい。』ということで、意識変革のための具

体的な手法が入っている。ここら辺は○委員さんのご提案だったと思うんですけれども、これ

でよろしいでしょうか。ありがとうございます。次のページの②同和問題をはじめとする様々

な人権課題を持つ女性の社会参画に対する情報提供、相談体制の充実。一番目が『本来、重複

差別を受けないための支援であるべき。例えば、同和地区に住んでいる人で、男性より女性の

方が、支援が届きにくいという二重の差別が生じる。その結果、進学、就労、経済面で困窮す

る。さらに妊娠、ひとり親になるなど様々なことが入り混じり重なり合っていくという認識の

もとでの啓発が必要。』重複差別について、配慮して啓発をお願いしますということです。こ

れはよろしいでしょうか。次ですね。『人権擁護委員による「そうだん 5」での相談件数は、年

24 回開催で 52 件。相談内容については多岐にわたっている。また行政相談では年間 95 件、

かすや地区女性ホットラインでは 253 件、「生き方」「夫婦関係・離婚」がもっとも多く「ＤＶ
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相談」もあり、市民のニーズに応えていることは評価したい。』様々な相談窓口があることへ

の評価ということになっていますが、人権擁護委員さんはいらっしゃいましたっけ。 

○委員 はい。そうですね。月に 3 回 5 の付く日にやっているんですが、主旨は人権相談ということに

なっていますが、実態としては近隣トラブルといいますか、お隣の方の相談、ネコの糞、隣の

換気扇など、回覧板を回したときにうちだけ飛びぬかされるとか、そういった近隣トラブルが

傾向としては一番多いですね。それから、次に多いのは遺産相続ですね。兄弟間で遺産の相続

分配についてのご相談。それから、ここにも書いてあります夫婦間の離婚調停、DV 相談とい

ったものが続いていますね。人権侵害という点では、今、外国人の方が古賀市にも多く住んで

いらっしゃいますので、外国人の方が日本の文化とか習慣と合わなくて、どうしたらいいだろ

うかという、外国人の方の相談もぼちぼち出てきた傾向にあります。人権擁護委員は基本的に

は傾聴ということで、お話を聴いて、こういう点を改善したらいいのではないでしょうか、と

和解の方向でアドバイスはしていますが、専門的な件については、ひだまり館で福岡県弁護士

会による無料法律相談というのがあります。そういった専門機関を紹介したり、消費問題につ

いては、古賀市の消費相談センターを紹介したり、DV 問題についてはかすや女性ホットライ

ン、そういう専門機関をご紹介していくというのが現状ですね。ただ、古賀の場合は月に 3 回

やっておりますので、今 6 人のメンバーで対応していますが、相談頻度は多い。他の市町は月

に 1 回、年に数回ですね。古賀市の場合は「そうだん５」というのが広報でもお伝えしていた

だいておりますし、色んな機会にそうだん５を啓発していただいておりますので、市民の方の

一つの相談窓口として、機能しているのではないかと思います。 

会 長 ありがとうございます。間口が広いとやっぱり、課題がはっきりしている人がやってくるとい

うのは少ないですよね。とりあえず、窓口を広くして、違うテーマで来たりしたのを上手く専

門に繋いでいくというのは、重要だと思います。ここら辺は『評価したい』という表現でよろ

しいでしょうか。次が豊かな高齢期を送るための支援で①男女がともに参加するライフプラン

ニングに関する研修会及び相談事業の実施『「もっと知りたい終活」の講座は、60 代～70 代男

性 8 人女性 30 人の参加で反響も大きく意義があるが、豊かな高齢期を送るための支援という

趣旨では、終活以前の生活を充実させる必要がある。男性向けの講座として、遊び心のある剣

玉講座とか、男性の関心を引く内容をもっと工夫していただきたい。』ということで、男性だ

から女性だからとは言いたくないけれども、ご説明でゆかたの着付けとかあったんで、それだ

となかなか男性も参加しにくいじゃないかという流れの中で、この剣玉講座というのが副会長

からあがったアイデアだったので、男性女性を強調するのは問題かもしれませんけれども、現

状が女性向けというのがあるので、ちょっとこういう書き方になっているのかと思います。ど

うですか、副会長。 

副会長 例えばの話ですけれども、剣玉というのは。だけど、60 代定年から終活までの期間というのは、

男性が一番今、問題になっていると思うんですよね。非常に会社でずっとやってきて、突然家

庭に戻って、それで閉じこもった日には最悪のケースになるのが見えている。そういう意味で、

もっと積極的に参加してもらえる退職に近い方々に、結構化石みたいな人が多いんですよね。 

会 長 化石。 

副会長 自分のことも何もしない。そういう人ほど酷いんですよね。そういう人まで考えて、もう少し

入りやすい工夫をしてもらえたらと。 
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○委員 一つよろしいですか。ライフプランニングというところから考えましたら、私は終活の講座を

している方なんです。それこそ 1 ヶ月に 1 回ずつくらいあるんですけれども、ほとんど来られ

る方が高齢の女性の方。50 代、60 代。ライフプランニングと言うところにも入ってきますけ

れども、終活って、終活以前の生活の充実、楽しみを見つけるということもとっても大切なこ

とですから、これの否定は全然いたしません。ただ、女性がそうやって終活の相談や講座に来

られるというのは、ライフプランニングとしてとっても悩みを持って、今の状況をなんとか考

えたいということで、来られるんです。特に、旦那さんの親の介護をしている、もちろん自分

の親の介護をしている、というような生活に密着した悩みをどうにかみんなに聞いてもらいた

いとか、何か扉を開きたいということで、こういうものに参加してくださるんですよ。そうい

うことを考えてみると、ああ、女性はそこまで切羽詰ったことに悩んでいる中、男性は遊び心

ですか、というね。そこのギャップを感じました。 

会 長 そうですね。 

○委員 これも大事なことですよね。でも、そこが男性と女性の生活に密着した部分の違いがあるのか

なと思いましたね。 

○委員 夫婦間だけの話が多いんですか。それとも、家族全体ですか。 

○委員 家族全体です。 

○委員 終活の問題であっても。 

○委員 はい。家族全体、そして、親の面倒を今、自分がみているけれども、自分には別の兄弟もいる

し、なんで私だけ、とかそういうところもあるから、夫婦だけじゃなくって、その人の家族全

体、親族ということですね。でも、結局、家の中で中心になって活動するのはやっぱり奥さん

だということで、男性は見て見ぬ振りというところもあるし、というところで、それで男女の

違いって、格差あるよね、とは思います。 

会 長 そうですね。介護と剣玉だとね。ちょっとですね。 

○委員 9 月に男女共同参画セミナーで宗像の三浦清一郎さんがおいでいただいたんですよね。その先

生が、自分が定年になってから、何にもすることがなくて、行くところがなくて、うつ病にな

りかけるくらい。で、老後のための本を色々読むけど、やっぱり現役の大学教授が書く定年後

の人間のあり方とかは、今働いている人が定年後のあり方とかを言っても説得力がないと。そ

れで、本当に自分が身につまされて、三浦さんはいろんなことを考えたり、言ったり、本を書

いたりで、今日行くところを作る、自分の用を作る努力をしていくことを少しずつでも。場所

を探す、居場所を探すということに力を注がんと、本当に男の人は大変という話をされていた

んです。それも、割とユーモアがたっぷりの先生で、女の人は地域にすぐ溶け込めるからいい

けど、男の人はなかなかそういうことができないということで、講演の後に、古賀市の中でい

ろんなサークルやらなんやらの 10 団体紹介があったんですね。で、一つだけ言うと、囲碁ク

ラブですよね。あそこ、365 日の 300 日研修棟でやっているんですよ。会費がものすごく安く

て、冷暖房があるでしょ。でね、奥様方からとても喜ばれて。 

○委員 席いっぱいです、いつも。 

○委員 そういう風に、講座を聞きに来られた方もその後の団体紹介でですね、いろいろやっぱり回っ

て話を聞いたり、体験に行きますと約束されたりしている方がいらっしゃったので、やっぱり

そういうことの紹介とか、していくのも大事ですよね。と思いました、すいません。 
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○委員 その先生ですかね。縁側でお茶をすすっておじいさんおばあさんたちが仲よくお話をしている

のは、それが本来の自分たちがやりたい姿じゃなくって、それは若い人達がそういう風に想像

しているだけで、本当はもっと家にいて縁側お茶を飲むだけじゃなくって、出かけて行きたい

んだって、そういう考えの先生ですよね。 

○委員 そういう具体的な話は言われませんでしたけれども、三浦先生だったら、仰りそうな、そうで

す。若い人の持つ、なんて言うのかな、定年後とか高齢者にもつイメージと実際なってみるの

とは全然違うという話をされていたので、○委員さんの仰ることは三浦先生が仰りそうなこと

で、納得できます。 

会 長 これはどうしましょうかね。剣玉だけじゃちょっと。 

副会長 高齢の男性は、やっぱり問題なんですよ。もうちょっと目を地域に向けるとか、自分が役立つ

とこら辺の場所を探すとか、そういう啓発というのは非常に重要じゃないかなと。特に男性の

ほうは、さっきから言われるように女性はすぐ溶け込むんですよね。女性同士で。私たちの年

代みたいな男が何人か集まったって、話をしませんもんね。だから、そういうところでせっか

くまだ社会とかで活動できる体力、健康がありながら、家にこもっているというとこらへんに

もうちょっと啓発したら、もうちょっと地域が変わってくるんじゃないかなと思うんですね。 

○委員 ということは、ここでは「男性の参加を」ということですよね。 

会 長 興味をひくような囲碁だとか、剣玉だとかで一応ひいておいて、ライフプランニングに繋がる

ようなそういうことの学習会につなげてもらいたいと。 

副会長 ライフワークバランスという、自分のライフワークなんですよ。それを探しえない人が多すぎ

ると思うんですね。特に男性。 

会 長 ライフは生活だけじゃなくて、人生という意味ですしね。ちょっとここは書き方を。 

○委員 終活という言葉はこの頃出来たものですよね。 

会 長 そうですね。ライフプランニングと言われてみたらなるほどと思いましたけれども。 

○委員 そうですね、ライフプランニング、うん。 

副会長 自分のライフワークを持ったら、地域とかどこにでも行けるんですよ。ないんですよね。で、

家にいて煙たがられて、夫婦間が上手くいかなくなる。自分のやりたい事を見つけにいく男性

が増えていけば。 

○委員 笑い話ですけれども、なんかせないかんと思ったんですよ。母ちゃんには、若いときに迷惑を

かけているからね、というのが頭にありまして。退職が僕は 68、69 だったんですけれども。

今日から朝ごはんを作るけんと。お前は作らんでいい。朝、台所でガチ会うんですよ。俺がす

ると約束したから、いいって。いまだにしているんですけれども、最初のきっかけはそこです

ね。なんかせないかんというのを考えまして、運よく市からお話があったりとか、商工会の話

があったときには、喜んで、外との接触が必要ですよね。最初は朝ごはんを自分で僕が作りま

すと言ったのがきっかけでしたね。そういう話をお互いにすればね。 

副会長 そういうことをやっていること自体が健康年齢を伸ばす、ライフ･ワーク･バランス的に見ても

そうだし、その辺の男が一番取り残されている。本当に化石なんですよ。私が話しても化石で

す。すごいですよ、雁字搦めを解きほぐすというのは、なかなか大変。 

会 長 次の『②生きがいのある生活を地域で支える仕組の確立』となっているので、時間の関係もあ

るので、2 つくらい丸めて申し上げます。『介護支援ボランティアの受入施設を拡充したことは
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評価できる。』『介護ボランティアは登録人数に男女の偏りが（男性 26 名、女性 126 名）大き

い。ボランティア活動自体は生きがいにつながるので、今後は介護支援ボランティアの養成に

おいて、男性を増やす方向で取り組んでいっていただきたい。』今のお話と繋がりますけれど

も、これはよろしいでしょうか。 

○委員 介護支援にこだわらなくてもいいのかなと。 

会 長 そうですね。 

○委員 地域づくりとか、生きがい、魅力のある地域活動を推進していくための、男性の参加ではなく

て、男女の参加ね。 

副会長 男女ともですね。 

会 長 一番目の『評価できる』のところはよしとして、次は介護にこだわらず、『今後は介護支援ボ

ランティアに』というこの『介護支援』を入れないとか。『今後はボランティアに男性を増や

す方向で取り組んでいただきたい』でよろしいですか。後は、健康サポーターの方ですね。『健

康サポーターは、女性が 8 割を占めるが、アルコール依存になりやすかったり、健康自立が果

たせなかったりなど健康課題を抱えるのは、男性の方が多い。男性のサポーターを増やすこと

を目指し、男性を対象とした健康自立のテーマも考えていただきたい。』という提案ですが、

これでよろしいですかね。これは、講座の幅をというのは、コスモス市民講座のことだったの

かな。たぶんそうだったと思うんですけれども、『講座の幅を性別年齢に関わらずにひろげる

ために、講師の募集などで情報収集をさらに取り組んでいただきたい。』いろんな講座という

ことですかね。生涯学習推進課が言われたことに対しての提案だったと思うんですけれども。 

○委員 市民にそれぞれ特技があったりとか、強みをもったりとか、それが講座として登録できるとい

うところも入っていなかったですかね。 

会 長 それが、さっきの 3 ページの上から 6 番目の『市民の活躍の場を提供していただきたい。』と

いうところに重なりがあって、生涯学習推進課の範疇で二つ重なってくると思うんですけれど

も。この表現でいいんですかね、4 ページの下から 2 番目は。3 ページの 2 番目の四角の 5 番

目は市民の特技を生かすとなっていて、それと合わせてのことですかね。 

○委員 3 ページの①の 5 番目はどちらかというと、アクションというか、活動的な場のようにあって、

4 ページの講座というとなんとなく、講演を含めたということになると思うんですけれども、

市民の中にも歴史にえらい詳しい人とか、陶芸にものすごく詳しい人とかそんな自分自身の得

意分野があるそういう人たちも含めて、登録できるということなんですかね。拡大解釈ですか。 

会 長 そういう風に入れてもいいでしょうね。活動だけじゃなくて、講師の側で入っていくというこ

とですよね。市民が講師としてお話ができるような、情報も収集すると、生涯学習推進課に確

認して、そういう形で入れてもらって大丈夫ですかね。 

事務局 はい。 

会 長 よろしいですかね。では、最後『核家族化で地域の人と接する機会がない子どもが多く、世代

間交流や高齢者が子どもたちと接するプログラムを意図的につくる必要がある。東小学校敷地

内に「えんがわくらぶ」があり地域の高齢者が集まり学習したり、小学校の子どもたちとふれ

あっている団体がある。これをモデルとして、すべての校区に広げていただきたい。』生涯学

習推進課から「えんがわくらぶ」の紹介があったので、広げてくださいということがそのまま

提案になっているんですけれども、よろしいでしょうか。では、長くはなったんですけれども、
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皆様方のご意見をまとめていた内容について、色々確認が出来てよかったかと思います。修正

も少し入りましたので、事務局の方に作業をお願いしたいと思います。 

 

   ○審議会の要望・まとめについて（総合評価） 

会 長 これは 1 枚ものにまとめた方がいいかどうかというのは、いかがですかね。そんな風にしたほ

うがいいですか。どう思われますか。 

事務局 前々回くらいに、昔の総合評価と意見を 2 枚ずつお渡ししていたかと思うんですけれども、も

う一つの総合評価というのは、こちらの中からこれがもっと重要だというのを選んで、6 つく

らい。ただそれを渡すのではなくて、これともう一つ持っていて、こちらを市長に読んで両方

渡していたんです。こちらの 6 つはこの中に入っていたんですね。でも、6 つ以外は読んでい

ないので、お話をしたときに、そういう 2 つの作業をするよりも、全部読んでしてください。

30 分以上は時間が、市長とお話ができますので、それを全て読んで、こういう風に要望いた

しますということで、いかがでしょうかということでしております。 

会 長 どう思われますか。 

○委員 そっちの方がいいと思う。前はしつこかったもんね。 

会 長 そうですか。そうですね。前をご存知ない方もいらっしゃいますが、同じ文章が何回も出てく

ると、やっぱりちょっとわかりにくいかなと。ここの中に大事なことがあったけど、というよ

う気持ちも残るところが。では、今回はなしでよろしいですかね。ここに書いてある要望・ま

とめというのはそれとは全く別ですかね。同じことなんですかね。 

事務局 要望とまとめというのは、総合評価の最後に、要望の方は全体の中で特に古賀市としてこうい

うところをやっていってほしいというところをまとめられていました。まとめというのは、今

後皆さん、私たち市職員に期待しますという、最後のそういうまとめだったんですけれども。 

会 長 ある意味、これとやっぱり重なるんですか。この中に要望としてあげたものを何とかしてくだ

さいとざっくりまとめた感じですか。 

事務局 そうですね、その中で何となく感じてあるのを。去年だったら、202030 の話みたいなところ

を書いてあったり、最後は世界的にだいたいジェンダーギャップ指数が日本は低いので、今後

ともやっぱり市長にお渡しするので、この男女共同参画社会の実現をやっぱり古賀市でも最重

要課題としてやってください。職員も意識を高く持ってやっていってほしいという締めくくり

みたいな言葉を書いておられました。 

会 長 審議会で書いていたんですか。 

事務局 こちらが大体こんな感じというところで、あとは前会長と○○前委員とか書いていただいてい

た方に修正をしていただいて、最後に皆さんにチェックしていただいておりました。 

会 長 どうしましょうかね。去年いらっしゃった方はご意見があれば。○委員さんとか覚えていらっ

しゃいますか。 

○委員 いや、覚えていないんで。 

副会長 ○前委員や前会長あたりがまとめていたんかな。 

事務局 骨子の方は、私のほうで抜書きして、その後。 

副会長 審議会で書いていたかね。 

事務局 最後は確認だけです。 
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副会長 確認だけ。 

○委員 それはたぶん、○前委員が作られたものなので、かなりきっちりしていて、確認作業のときは

問題ないと、さらっと終わっていたから印象にないんじゃないかなと。 

副会長 あんまり印象に残っていないよね。 

事務局 確認だけです。 

会 長 どうしますかね。そういう締めになるようなものがあったほうがいいですかね。総合評価はな

し、要望とまとめはどうしますか。皆さんぜひともという感じでもないかな。状況がよくわか

んないですかね。とりあえず、市長に渡すというのが一番大事なことだと思うので、基本的に

は、答申になるんですかね。答申じゃないですよね、単に意見提出ですね。 

事務局 意見提出です。 

会 長 ここの最初のリード文を一枚付けてしたら、それなりに形はなるのかなと。 

事務局 リード文に逆になれば、これですということで。 

会 長 そんな形でいいのではないかなと。よろしいですか、それで。 

事務局 はい。 

 

３．審議会委員による日本女性会議（倉敷市）参加報告 

省略 

 

４．その他 

省略 


